
会　　場　ビエント高崎（高崎市問屋町2－7）
期　　間　2月16日（月）～3月16日（月）
　　　　　※土日祝日を除く。ただし、3月1日（日）は開場します
　　　　　※上記期間、高崎税務署庁舎では申告相談を行っていません
受付時間　午前8時30分～午後4時（相談開始は午前9時から）

○確定申告会場への入場は、国税庁LINE公式アカウントによるオンライン事前予約をお願いします。
※同会場で当日入場整理券を配布していますが数に限りがあります。オンライン事前予約をご利用ください

98 安中市役所　☎027－382－1111 2026年1月1日号

　令和7年分の所得税の確定申告、令和8年度の市県民税の申告時期になりました。申告が必要な人は日時や
必要書類を確認のうえ、申告してください。今回の申告は、新システム導入から間もないため例年と比べて1
件あたりの受付時間が長くなることが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。なお、郵送や
電子申告でも提出できます。

■申告について
■場 □本 201・202会議室、□松 基幹集落センター研修室
■期 2月13日（金）～3月16日（月）※土日祝日除く
■時 午前9時～午後4時（午前8時から庁内でお待ち
いただけます）
※簡易なものに限り確定申告を受け付けますが、
次のいずれかに該当する人は高崎税務署確定申
告会場（P9参照）で申告してください

〇青色申告　　〇譲渡所得（土地・建物・株式など）
〇外国為替証拠金取引（FX）による所得
〇令和6年分以前の確定（修正）申告・更正の請求
〇初回の住宅ローン控除
〇肉用牛の売却による所得　　〇山林所得
※上記以外にも高崎税務署確定申告会場を案内す
る場合があります

■日 ・■時 ・■場 
①2月6日（金）午前9時30分～午後3時45分
　□本 201会議室
②2月12日（木）午後0時30分～5時
　　  13日（金）午前10時30分～午後4時45分
　ヤマダデンキ LABI1 高崎・5階レストランフロア・
　LABI バンケット高崎

■対 給与所得があり医療費控除を受ける人・年末調整
が済んでいない人・年金受給者
■申 ①は1月21日（水）～28日（水）、②は1月23日（金）
～30日（金）に関東信越税理士会高崎支部まで（☎
361－7788）、受付は午前10時～午後
3時（正午～午後1時、土日祝日除く）
※詳しくは同会■HP をご覧ください

■税理士による無料確定申告相談

■所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとおり開設します

■問 □本 税務課市民税係（☎内線1064）　□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2122）
　高崎税務署（☎322－4711）

所得税の確定申告と市県民税の申告について

　確定申告には、自身のスマホ・パソコンから国税庁ホームページ「確定申
告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。会場に行かず自宅から
確定申告ができますので、ぜひe-Taxをご利用ください。なお、マイナポー
タルとe-Taxを連携（マイナポータル連携）すると、確定申告書の該当項目が
自動入力されるため、医療費通知情報や寄附金受領証明書などを1件ずつ入
力する必要がなく、書類の提出・保存も不要となり便利です。
　また、給与所得や公的年金などの源泉徴収票なども自動入力の対象です。
マイナポータル連携の利用には事前準備が必要ですので、早めの準備をお願
いします。この機会にぜひマイナポータル連携を使ったe-Taxをご利用くだ
さい。

確定申告などに関する問合せ…国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください
e-Tax・作成コーナーの操作などに関する問合せ…e-Tax・作成コーナーヘルプデスク（☎0570－01－5901）

※土日祝日、12月29日～1月3日は除く

■問 高崎税務署（☎322－4711）

高崎税務署からのお知らせ

申告案内ハガキ（届いた人）、マイナンバーカードまたは通知カード、身
元確認書類（運転免許証など）
給与・公的年金の源泉徴収票
支払先から発行された支払通知書など
収支内訳書、決算書など
※収入と必要経費を科目ごとに集計してお持ちください

収入額がわかるもの（支払通知書・支払調書・買取証明書など）、必要経
費のわかるもの

国民年金保険料控除証明書、任意継続保険料の支払証明書など、国民健
康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付額確認書・領収書

保険会社から発行された控除証明書

本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳、障害者控除対象者認定書など
医療費控除の明細書、補てん金額がわかるもの、おむつ使用証明書など
※領収書が提出不要になりました。「医療を受けた人」「病院・薬局」ご
とに金額をまとめ、医療費控除の明細書に記入してお持ちください
寄附した団体から発行された領収書・証明書
※ふるさと納税ワンストップ特例を申請した人も領収書などが必要です

すべての人

給与・年金収入があった人
個人年金収入があった人
営業・農業・不動産収入が
あった人
シルバー人材センター配分
金・保険満期金・その他所
得があった人

社会保険料控除を受ける人

生命保険料控除を受ける人
地震保険料控除を受ける人

障害者控除を受ける人

医療費控除を受ける人

寄附金控除を受ける人

収
入
金
額
な
ど
の
証
明

各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
る
際
の
証
明

■税の申告に必要な物

□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝安中しんくみスポーツセンター

確定申告はこちら

マイナポータル連携はこちら

国税庁LINE
公式アカウント

※上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。この期間に所得税・個人消費税・贈与税での申告相
談を希望する場合は、事前に日時などを電話予約する必要があります。予約せずにお越しいただいても対
応できませんのでご注意ください（一部、国税庁LINE公式アカウントを通じたオンライン事前予約も受け
付けています）
※確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談をしています。マイナン
バーカードと併せパスワード（①署名用電子証明書用 英数字6～16文字、②利用者証明用電子証明書用 数
字4桁）が分かるようにしてお越しください

【申告書などを書面で提出する人へ】
　令和7年1月以降、確定申告書などの控えに収受日付印の押なつは行っていません。申告書などの提出年
月日は必要に応じ、ご自身で記録・管理をお願いします。
※e-Taxを利用すると、申告書などのデータ送信後にメッセージボックスから送信日時や申告内容を確認で
きます。ぜひご利用ください
※確定申告会場では、自宅で作成した申告書の検算（金額の確認など）や書面による申告書の作成はしていま
せん。e-Tax郵送などで提出してください


